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第Ⅰ部 総論 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

第１章 総合計画について 
 
１ 総合計画の目的と経緯 

 総合振興計画は、平成 23 年（2011 年）の地方自治法改正により市町村に

おける策定義務がなくなり、今後の策定については各市町村の判断にゆだねら

れました。しかし、本市では、市政を総合的かつ計画的に推進するため、引き

続き基本構想を策定し、中・長期的な視点から市民のみなさんと市がともに目

標とする将来像を描き、その実現に向けて、将来の行政需要やまちづくりの方

向性などを総合的、体系的に示すこととしました。 

 本市では、総合振興計画を、これまで昭和 50 年（1975 年）に策定した第

1 次から平成 18 年（2006 年）の第 4 次まで１０年ごとに策定し、計画的な

市政運営に努めてきました。 

平成 27 年（2015 年）度をもって現在の第 4 次総合振興計画の計画期間が

終了するにあたり、新たなまちづくりの方向性を示すため、平成 28 年度

（2016 年度）を初年度とする第 5 次朝霞市総合計画を策定します。 

なお、本計画は、第４次まで総合振興計画としていましたが、「振興」という

言葉が開発型の行政をイメージさせ、後述の第５次の将来像にそぐわなくなっ

ているとことから第５次では「総合計画」としています。 

  



 

 

 
 

２ 総合計画の構成と期間 

 第 5 次総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画で構成します。 

 

 基本構想は、市民と市がともに実現をめざ

す将来像と、その実現に向けた政策の方向性

を示すものです。構想期間は、平成 28 年度

から平成 3７年度までの 10 年間とします。 

 

 基本計画は、基本構想に掲げる将来像を実

現するための市の具体的な施策を分野別に、

体系的に示すもので、前期と後期に分け、そ

れぞれ５年間を計画期間とします。 

前期：平成２８年度から平成３２年度まで 

後期：平成３３年度から平成３７年度まで 

 

 実施計画は、基本計画に定めた各施策を展

開するためのより具体的な事務や事業の内容

を示すもので、各年度の予算編成の基礎とな

ります。3 年間を計画期間とし、毎年度、内

容を見直します。 

 

 

基本構想・基本計画・実施計画の計画期間 

 

 

 

 

 

  

基本構想 

市民と市の 

将来像 

 
基本計画 

将来像実現のための具体的な施策 

 

 
実施計画 

施策展開のための事業 

 

 

 
 

後期基本計画：平成 33年度～平成 37 年度 

基本構想：平成 28 年度から平成 32 年度まで 

前期基本計画：平成 28年度～平成 32 年度 

実施計画：３年間 

毎年度見直しを実施 

 



 

 

第２章 総合計画策定の背景・前提 
 

１ 朝霞市の概況 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）朝霞市の歴史 

 この地域における人々の足跡は、今から３万年前の石器時代まで遡ることができます。

古墳をはじめとして、中世の城跡である岡の城山、江戸時代に建てられた国の重要文化財

である旧高橋家住宅、川越街道の宿場町として栄えた膝折宿など、それぞれの時代をしの

ばせる歴史的な遺産も数多く残されています。 

 明治22年（1889年）に町村制が施行され、のちに本市を構成することとなる膝
ひざ

折
おり

村

と内間
う ち ま

木村
ぎ む ら

が成立しました。大正３年（1914 年）には東上鉄道（現在の東武東上線）

が開通し、昭和７年（1932 年）の東京ゴルフ倶楽部の移転を契機に、膝折村は町制を

施行し、朝霞町と改称しました。 

 昭和 16年（1941年）には赤羽から陸軍被服廠
しょう

分廠が、市ヶ谷から陸軍予科士官学

校が移転してきました。戦後、これらの施設は米軍基地として利用され、返還後は自衛隊

の駐屯地や公共施設の用地として利用されてきました。 

 昭和30年（1955年）に朝霞町と内間木村が合併し、新しい朝霞町となり、昭和42

年（1967年）3月15日に市制が施行され、埼玉県で27番目の市として朝霞市が誕

生しました。 



 

 

  

（２） 朝霞市の地勢と人口 

本市は、県庁所在地であるさいたま市から約９ｋｍ、東京都心から約 20ｋｍの距離

にあり、市の南部が東京都練馬区と接する埼玉県南西部に位置しています。 

本市の地形は、武蔵野台地と荒川低地に大別され、その間の斜面林が武蔵野の面影を

残しています。また、荒川とほぼ並行して新河岸川が流れ、市の中央部には東西に黒目

川が流れるなど、変化に富んだ地形となっています。 

交通の面では、市の南部を国道 254 号（川越街道）、東部の市境を外郭環状線が通り、

高速道路に容易にアクセスすることができます。また、北西から南東の方向には都心と

直結する東武東上線と東京メトロ有楽町線・副都心線、東急東横線、みなとみらい線、

南西から北東の方向にはさいたま市など県央地域と結ぶＪＲ武蔵野線が走り、十字に交

差しています。 

こうした豊かな緑と交通利便性を背景として、本市の人口は市制施行以来、増加を続

けており、人口増加率は全国や首都圏と比較しても高く、平成 26年（2014 年）１０

月 1 日現在（住民基本台帳）で 133,849 人となっています。特に若い世代の流入が多

いことから、本市の高齢化率は全国平均に比べ低く、また、核家族世帯や一人暮らしが

多くを占めていることも現在の本市の特徴となっています。 



 

 

  



 

 

２ 社会の潮流・まちづくりの課題 
計画策定にあたっては、日々変化する社会状況を的確に捉え、本市の現状を

踏まえて課題を分析することが重要です。本市において特に重要と考える社会

の潮流や課題を次のとおり整理します。 

 

 

 

  

（1）人口構造の変化 

■社会の潮流 

わが国の人口は減少に転じており、世界でも類を見ない速さで少子高齢化が進行してい

ており、社会の活力低下や経済成長へのマイナスの影響が懸念されています。 

そこで、少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東

京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来に

わたって活力ある日本社会を維持していくために、国において、まち・ひと・しごと創生

（地方創生）に関する施策を総合的かつ計画的に実施しています。 

■本市の課題 

本市では現在も人口増加が続いており、比較的若い世代の人口が多くなっていますが、

今後10年間程度は高齢化が緩やかに進むものの、その後は急速に高齢化が進むとともに、

少子化に伴う人口の減少も見込まれています。このことから、国が進める地方創生の趣旨

を踏まえ、まちの魅力を高め、定住人口や交流人口の増加を図り、将来にわたって本市の

活力を維持し続けることが必要です。 
（２）災害対策 

■社会の潮流 

東日本大震災の経験をもとに、首都直下型地震の被害想定が見直されたことなどから、

防災対策の必要性、緊急性が再認識されています。また近年、局地的な災害（ゲリラ豪雨

や竜巻など）が多発しており、対策が求められています。 

■本市の課題 

東日本大震災の教訓を踏まえ、防災、減災に配慮したインフラ、公共施設、住宅の耐震

化、防災拠点の整備等が必要です。また、市民一人ひとりの災害への備えに加え、地域の

防災力を高めていくことが必要です。 



 

 

 

  

（３）高齢者支援 

■社会の潮流 

高齢化が急速に進む中で、国や地方自治体の財政負担の増加に対処しつつ、

介護、医療などの支援を安定して提供する必要があります。 

国では、住み慣れた地域で在宅を基本とした「地域包括ケアシステム」の構

築を進めています。 

■本市の課題 

今後、団塊の世代が後期高齢者に到達するため、高齢者福祉サービスの急激

な需要増に対応することが必要です。また、高齢者が健康で、地域で安心して

暮らし、活躍できる地域社会をつくるため、医療、保健、福祉、労働分野の連

携を強化することが必要です。 

（４）子育て支援 

■社会の潮流  

少子化の進行、待機児童数の増加が問題となっています。平成 25年に子ども・

子育て関連 3 法が施行されるなど、幼児期の教育や保育、地域における子育て支

援等を総合的に推進する取組が進められています。 

■本市の課題 

本市は、比較的若い世代の人口が多く、子育て世代にとって住みよいまちとな

ることが必要です。また、幼児教育と保育の一体化、教育と子育ての連携、生涯

学習や地域活動と子育ての連携などをこれまで以上に進め、子育てのしやすさを

実感できるまちづくりが必要です。 



 

 

 

 

 

  

（５）学校教育 

■社会の潮流 

学校を取り巻く問題は、学力格差の拡大、いじめや不登校、体罰問題など、

深刻かつ複雑になっています。 

学校教育においては、すべての子どもに質の高い教育を保障するため、義

務教育期間の見直しや一貫教育の実施など、教育制度のあり方が検討されて

います。 

■本市の課題 

本市の未来を担う子どもたちが、自ら学び、自ら考え、行動する力を身に

つけ、心身ともに健やかに成長していく環境をさらに整えていくことが必要

です。また、子どもたちの学力の向上を図るとともに、いじめや不登校の解

消に向け、一人ひとりの子どもに対するきめ細やかな対応が特に必要です。 

 

（６）生涯学習 

■社会の潮流 

価値観やライフスタイルの多様化が進むとともに、生涯現役志向の高ま

りから、人々の学習に対するニーズが増加しつつあります。また、我が国

が抱える様々な社会問題の解決に向けて、一人一人が生涯にわたり学び続

け、その成果を社会に生かせる「生涯学習社会」の実現が期待されていま

す。 

■本市の課題 

朝霞市においても、市民の主体性を尊重した生涯学習、スポーツ活動、

文化活動を活性化していく必要があります。また、市民が学んだことを地

域に還元し、地域における学びの循環を図ること、さらには一人ひとりの

学びや活動が積み重なり、新しい“朝霞らしさ”を創造することが期待さ

れます。 

 



 

 

 

 

  

（８）自然・環境 

■社会の潮流 

地球温暖化の深刻度が一段と増しており、温室効果ガスの削減に向けた

取組が喫緊の国際的な課題となっています。 

原子力発電所の事故を受け、エネルギーの多様な供給体制の確立が求め

られています。 

■本市の課題 

本市は交通の利便性が高く、また、自然環境にも恵まれた快適で住みよ

いまちです。都市としての利便性・安全性を確保しつつ、黒目川などの河

川や、雑木林、湧水、斜面林などの豊かな自然環境を活かしたまちづくり

が期待されます。また、地球環境問題が深刻化する中で、環境負荷の少な

い社会の構築を進める必要があります。 

 

（７）コミュニティ 

■社会の潮流 

高齢化や、住民の地域社会への帰属意識の希薄化などにより、地域コ

ミュニティの弱体化が問題視されています。一方で、東日本大震災の経

験をきっかけに、いざという時の地域コミュニティの重要性が再認識さ

れています。 

■本市の課題 

本市でも自治会加入率の低下が問題となる一方、安全・安心な暮らし

を守る地域コミュニティの役割の重要性が高まっています。また、自治

会等の地域コミュニティの発展を促進しながら、テーマ型のコミュニテ

ィも含め、市民の価値観や社会の構造変化に適合したコミュニティづく

りが必要です。 



 

 

 

 

  

（10）産業活性化 

■社会の潮流 

産業構造が変化する中で、非正規労働者の大幅増加による経済格差な

どが問題となっています。国の雇用政策の力点が雇用維持型から労働移

動支援型へシフトし、「多元的」な働き方への移行も考慮されています。

若者の雇用の安定、女性が活躍する社会の実現などが求められていま

す。 

■本市の課題 

本市では、工業事業所の減少や移転、商店街の空き店舗の増加などに

よる中心市街地の空洞化、農地の減少、従事者の高齢化や後継者不足な

どの問題を抱えています。また、ベッドタウンとしての色彩が強い本市

においても、既存の産業を活かしつつ、今後の産業政策のあり方を検討

する必要があります。 

（９）都市基盤の整備 

■社会の潮流 

産業構造の変化や都心の再開発等により、都心回帰の動きがみられま

す。また高齢化に伴い、これまでの自動車移動中心の都市構造の問題が指

摘されています。 

わが国の社会資本の多くが建設後 30～50 年を経過しており、今後、

その維持と更新に多額の経費を要することが見込まれます。 

■本市の課題 

本市は人口の微増が当面続くと見込まれていますが、今後は人口構成の

変化（高齢化の進展）に備え、地域公共交通網の充実や、安全に通行でき

る道路の整備などが求められます。また、都市施設の老朽化が急速に進む

ことから、市民の将来負担を増やすことなく、必要な公共施設を維持・継

承していくための計画的な対応が求められています。 



 

 

 

 

  

（12）人権の尊重 

■社会の潮流 

我が国では、いじめや配偶者等からの暴力、高齢者、障がい者等に対する

虐待など、人権侵害が増加しつつあり、その内容も多様化しています。また、

性別による役割分業意識や人権を軽視した社会慣行が残っており、様々な人

権問題に対する教育や啓発に引き続き取り組む必要があります。 

■本市の課題 

朝霞市においても様々な人権侵害がみられることから、人権問題への理解

を深めるとともに、被害を受けた人を支援することが必要です。また、性別

にかかわりなく、あらゆる分野で活躍できる環境づくりを進めていく必要が

あります。 

（11）情報化社会 

■社会の潮流 

近年、携帯電話に代わりスマートフォン・タブレット端末の普及により、

場所にとらわれず、双方向での情報交換や即時的な情報共有が容易になっ

てきています。一方、情報格差や個人情報の漏洩やインターネットを通じ

たいじめ、犯罪などの新たな問題も発生しています。 

■本市の課題 

市民とともにまちづくりを進めていくために、様々なコミュニケーショ

ン手段を活用し、市民と市の情報共有を進めていくことが必要です。また、

市民が安心して情報機器を利活用できる環境づくりを進める必要がありま

す。 



 

 

 

 

 

 

  

（13）市民参加・協働の推進 

■社会の潮流 

地域課題が多様化する中で、行政だけでなく、市民や地域の団体などと協働

して、地域課題の解決を図ろうとする取組が増えています。 

民間の資金やノウハウを活用してまちづくりを進めていく手法が広がりを

見せています。 

■本市の課題 

多様化する市民ニーズや地域の課題に対応するためには、これまで以上に市

政等へ市民の参画を促し、地域の団体・企業との協働を幅広い分野で展開する

必要があります。 

（14）適正な行財政運営 

■社会の潮流 

地方分権一括法の施行以降、国と地方の役割分担の見直しが行われ、地

方分権が進むとともに、自治体の役割が増大しつつあります。 

国や地方自治体の財政は、社会保障関係費や少子化対策のほか、社会資

本整備費に係る歳出が年々増加する一方で、税収の低迷が続くなど、構造

的な問題を抱えています。 

■本市の課題 

今後、本市の財政運営はさらに厳しくなることが予想されており、市民

の暮らしを守るため、健全で安定的な財政運営を進めていく必要がありま

す。また、よりよいまちづくりを行う体力・経営力を向上させるため、マ

ネジメント等の仕組みの改善や庁内の人材育成を進めていく必要がありま

す。 
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第１章 基本構想について 

 

１ 基本構想の構成図 
 

 

  

基本計画における政策分野【ジャンル】 
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基本構想を推進するために 
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「私が 暮らしつづけたいまち 朝霞」 
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２ 基本構想の概要 
基本構想は、市民と市がともに実現をめざす将来像とその実現に向けた政策

の方向性を示すもので、平成 28 年（2016 年）度を初年度として、平成 37

年（2025 年）度を目標年次とする 10 年間の計画です。 

 

３ 基本構想の構成 
国が進めている地方分権など様々な社会状況の変化を受け、今後はますます

市民と市の協働でまちづくりを進めていくことが求められます。そこで、第 5

次総合計画の基本構想は、これまでのように市の政策分野に沿って体系的に方

針を示すのではなく、まちづくりの主役である市民と市が共有できるものとな

るよう、新しい構成としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

政策を立案・推進する際の留意点【ポイント】 

思いやりをもった

まちづくり 

参加と協働による

まちづくり 

経営的な視点を 

もったまちづくり 



 

 

私が 暮らしつづけたいまち 朝霞 

第２章 朝霞市の将来像 
 

１ 将来像（ビジョン） 
 

 

 

 

 

朝霞のまちには、子どもからお年寄りまで、たくさんの人が暮らしています。

このまちに住んでいる人、学んでいる人、働いている人、活動している人など、

「朝霞に関わりのある一人一人が主人公である」との意味を込めて、将来像の

主語を“私”としています。 

“私”が、朝霞というまちを愛し、「朝霞に暮らしつづけたい」、「朝霞で暮ら

してみたい」と思えるような、魅力的で住みやすいまちにしていきたいと思い

ます。 

 

 

 ２ 将来像の基本概念（コンセプト） 

「私が 暮らしつづけたい」と思えるまちであるために、日々の安全・安心

や、人々のつながり、元気や潤い・やすらぎなどは、誰にとっても欠かせませ

ん。また、将来にわたって暮らしつづけるために、未来を担う子どもを育てや

すいことや、私たちが暮らす環境が守られていることなども大切です。 

このようなことから、具体的にどのようなまちであれば、「私が暮らしつづけ

たい」と思えるのか、「朝霞のまちがこうありたい」、「こうあってほしい」とい

う想いを基本概念（コンセプト）として「安全・安心なまち」、「子育てがしや

すいまち」、「つながりのある元気なまち」、「自然・環境に恵まれたまち」の４

つにまとめました。 

この４つの基本概念（コンセプト）を市民と市が共有し、同じ方向を向いて

力を合わせて取り組んでいきたいと考えています。 

 

  



 

 

安全・安心なまち  

 

 

“安全・安心なまち”とは、私が「日常生活において安全で安心して暮ら

していける」と実感できるまちであるとともに、「災害時においては、みんな

で助け合って乗り越えられる」と思えるまちです。 

日常生活においては、安心して平穏に子どもを育て、老後を過ごせること

が必要です。また、誰もが安全に不自由を感じることなく行動でき、不安を

かかえずに日々を過ごせることが必要です。 

また、災害による被害をできるだけ少なくするよう日頃から備えをし、万

一、災害が起きても、みんなで助け合って乗り越えていける、そんなまちに

していきたいと思います。 
 

 

 【政策づくりに当たって重視すべき事項】 

 人にやさしいまちへ 

・誰もが歩きやすい歩道の整備や生活道路の安全確保 

・ユニバーサルデザインに配慮した公共施設の整備 

 支え合う心で安全・安心なまちへ 

・地震災害時の避難路や緊急輸送路となる幹線道路の整備 

・集中豪雨などによる浸水被害の軽減対策 

・上下水道などのインフラ、公共施設などの計画的な耐震化・老朽化対策 

・防災、減災のために、自助、共助、公助による地域防災計画の推進 

・市民・地域の主体的な防犯・防災活動や交通安全活動などの支援 

・警察や消防などの関係機関、地域の事業者との連携 

・社会的弱者といわれる子ども、高齢者、障害のある人、低所得者が、地域で自

立した生活を営むために必要な支援としての社会保障制度の適正な運営・充実 

・市民が安心して暮らせるための社会保障制度の適正な運営 

 

 

  



 

 

子育てがしやすいまち 
 

 

 

“子育てがしやすいまち”とは、私が「このまちで子どもを育て、その喜

びを実感できる」まちです。 

そのためには、子どもたちがのびのびと成長し、学び、遊べる良好な環境

が整い、私が安心して楽しく子育てできるために、様々な支援が充実してい

ることが必要です。 

さらに、自然や文化に接しながら、子どもたちが心豊かに成長し、質の高

い教育を受けられる、そんなまちにしていきたいと思います。 
 

 

【政策づくりに当たって重視すべき事項】 

 子育てしやすいまちへ 

・妊娠から出産・子育てと、ライフスタイルに合せた支援体制とサービスの充実 

 子どもたちがいきいきと育つまちへ 

・全ての子どもが健やかに成長できる地域の環境づくりの推進 

・グローバル化や情報化など、急激な社会の変化に対応するための、教職員の資

質向上や教育内容の充実 

・人間関係の希薄化や社会のモラルの低下により発生する虐待やいじめ等の問題

を解決するための子どもの個性と人権の尊重、いじめや不登校の解消 

・共生社会の実現に向け、障害のある人とない人が共に学ぶことのできる教育制

度（インクルーシブ教育システム※）を踏まえた、一人ひとりの障害等に応じた

教育の充実  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

つながりのある元気なまち 
 

 

 

“つながりのある元気なまち”とは、私が「いきいきと暮らし、さまざま

な人々と絆（きずな）を結び、自分らしい人生が送られている」と実感でき

るまちです。 

そのためには、個人の価値観やライフスタイル、異なる文化的背景を互い

に尊重し合いながら、地域に住む人々が連帯し、自分たちのまちを自分たち

が住みやすいまちにしていくことが必要です。 

また、近くに商店街のにぎわいがあるなど、各施設がまちのなかにバラン

ス良く存在していれば、地域で働く機会も増え、より活気のあるまちになる

はずです。そんな元気なまちにしていきたいと思います。 
 

 

【政策づくりに当たって重視すべき事項】 

 つながりのあるまちへ 

・住民の地域意識の醸成のための、自治会やボランティアなどコミュニティ活動

の活性化と連携の促進 

・自由時間の増加や価値観の多様化など、生涯学習に対する市民の関心の高まり

に対するスポーツや芸術文化などの活動支援及び学び合いによるまちづくりの

推進 

・目的型コミュニティ活動の支援 

・文化や価値観の多様化に基づく多文化共生の考えのもと、それぞれが理解しあ

うためのコミュニケーションの促進 

・コミュニティバス運行や路線バスとの連携による公共交通ネットワークの充実 

 元気なまちへ 

  ・高齢となっても、地域社会に参加することは重要であるとの考えのもと、高齢

者の豊富な知識や経験の活用や学習・就業意欲への支援 

・いつまでも、住み慣れた地域で暮らし続けるための、介護予防や医療・福祉（介

護）サービスの質の向上 

・急速に高齢化が進む中、健康で長生きできる市民が増えるための、健康づくり

の取組の充実 

・消費者ニーズに対応できる商業の振興、商店街の活性化  

・起業家や中小企業への効果的な支援 

・雇用機会の創出と労働環境の充実の支援  

 

 

  

  



 

 

自然・環境に恵まれたまち 
 

 

 

“自然・環境に恵まれたまち”とは、私が「四季折々の草花、動物たち、

川や湧水などの自然が豊かだ」、「まちの歴史や文化伝統を大切に次の世代に

手渡していける」と実感できるまちです。 

そのためには、豊かな自然や環境を守り、育て、さらに魅力を引き出して

いくことが何よりも大切です。 

まちの自然・環境のすばらしさを、誰もが自信をもって語り合い、歴史や

文化伝統を誇れるような、そんなまちを創り出したいと思います。 

 

 

【政策づくりに当たって重視すべき事項】 

 自然・環境がいきるまちへ 

  ・自然と調和した適正な土地利用の促進 

・市民との協働による河川環境や樹林地、湧水など公園緑地の保全・活用 

・地域の特色をいかした美しい景観の保全・創出 

・環境保全のための活動の支援、環境にやさしいまちづくり 

・市民と行政が一体となった循環型社会構築のための環境保全の活動支援 

 歴史や伝統がいきるまち、魅力ある文化を創造するまちへ 

 ・朝霞のあゆみを後世に伝えていくための地域の歴史や伝統文化の継承・保護 

・地域への愛着や誇りが持てるよう、恵まれた自然や環境を生かすための朝霞独

自の文化の継承・創出・育成  

・まちの活性化を図るため、市と市民の協力によるまちの魅力（文化・環境・ひ

と）の発信 

 

 

 

 

  



 

 

思いやりをもったまちづくり 
 

 

 

３ 政策を立案・推進する際の留意点（ポイント） 
 

市は、総合計画が市の最上位計画であることから、全ての施策の整合を図

りつつ、財政状況や時代の流れに対応していくため、計画の達成度だけでな

く、効果などもわかりやすく評価できるよう努めるとともに、その評価結果

を踏まえ、施策や事業を柔軟に見直すものとします。 

また、将来像の確実な実現に向け、あらゆる政策を立案・推進する際の留

意点として、「思いやりをもったまちづくり」、「参加と協働によるまちづく

り」、「経営的な視点をもったまちづくり」の３点を掲げます。 

市民と市は、この留意点（ポイント）を共有し、ともにまちづくりを進め

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

①人権を尊重し共助の心をもつ 

市民は、お互いに尊重し合い、支え合う心を大切にします。 

・市民と市は、人種や国籍、性別、年齢、障害の有無等にかかわらず 

公平に社会で活躍できるまちの実現に向けて取り組みます。 

②ユニバーサルデザインの視点をもつ 

・市民と市は、子ども、高齢者、障がいのある人など、誰にとっても暮

らしやすいまちの実現に向けて取り組みます。 

  



 

 

参加と協働によるまちづくり 
 

経営的な視点をもったまちづくり 
 

 

 

 

①お互いの情報を共有する 

・市は、まちづくりの現状や課題などの情報を市民へ積極的に提供し 

ます。 

・市民と市、または市民同士で、それぞれの特性を最大限に活かしてま

ちづくりを進められるよう、お互いが有する情報を積極的に共有しま

す。 

②誰もが参加できるようにする 

・市民一人ひとりの思いを大切にし、まちづくりに活かすことができる

よう、市は、一人ひとりの市民に合った多様なまちづくりへの参加の

機会を提供し、市民もまちづくりへ積極的に参加します。 

③市民と市がそれぞれの役割を果たす 

・市民は、まちづくりの主体であることを自覚し、自らの意思と責任で

まちづくりに参加するように努めます。 

・市は、参加と協働によるまちづくりを推進し、市民活動を支援します。 

 
 
 
 

 

①目標達成に向け、計画的かつ柔軟に取り組む 

・市は、中長期的視点から持続可能な計画を立て、社会状況に変化が生

じたときは手段を柔軟に見直して対応します。 

・市は、持続可能なまちとなるよう、現在のみならず将来を見据えた取

組を実施します。 

②経営資源を最大限に活かして取り組む 

・市は、市へ納められた税金が、このまちをよくするために役立ってい

ると市民が実感できるよう、常に行政改革に取り組み、最小のコスト

で最大の効果が上げられる経営を進めます。 

・市は、まちづくりの担い手を育て、まちの基盤を整えるなど、将来の

ために必要な投資を継続的に行います。 

③公正で透明な行政運営に努める 

・市は、公正な行政運営に努めるとともに、基本構想・基本計画に掲げ

る目標の達成状況、事業の取組状況など、市政に関する情報などをこ

れまで以上に積極的に公開して市の透明性を高め、市民への説明責任

を果たします。  
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４ 人口・財政・都市計画の推計 
将来展望として、平成 28 年（2016 年）度から基本構想の計画期間の最終

年度となる平成 37 年（2025 年）度の姿を人口、財政、都市構造の視点から

基本構想を策定します。市は将来像実現のために、この展望に基づいて基本計

画や個別計画における方針を検討し、社会基盤の整備や各種行政サービスの提

供等を計画的に進めます。 

 

（1）将来人口 

全国的に人口減少が進む中で、本市では東京メトロ副都心線の開業などに

より交通利便性が向上しており、人口が増加しつづけています。今後も市内

での宅地開発が引き続き行われる見込みがあることなどから人口の増加が続

き、平成 37 年（2025 年）の人口は約 136,000 人になると見込んでいま

す。しかしながら、人口構成比でみると、14 歳以下の割合は減少し、75 歳

以上の割合は増加すると見込んでいます。 

 

 

 

【人口の推移と将来推計結果】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成 17･22･27・32･37 年の年齢 4 区分別人口比】 

  

  

将来人口（平成 37 年見込み） 136,000 人 

(2005 年)   (2010 年)    (2015 年)    (2020 年)      (2025 年)      (2030 年) 



 

 

 

（2）財政 

  ①一般会計 

 

 

 

 

  ②特別会計（国民健康保険） 

 

 

 

 

  ③特別会計（介護保険） 

 

 

 

 

  ④特別会計（後期高齢者医療） 

 

 

 

 

  ⑤特別会計（水道事業） 

 

 

 

 

  ⑥特別会計（都市計画下水道事業） 

 

 

  

一般会計のほか、特別会計（企業会計も含む）も掲載す

る予定です。 

なお、一般会計及び特別会計に係る今後の展望及び過去

の実績については、現在作成中です。 



 

 

図１ 「歳出の推移」 

 
 

図２ 「歳入の推移」 
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（3）将来都市構造図（仮） 
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５ 政策分野（ジャンル） 
市は、将来像の実現に向け、６つに分けた政策分野と基本構想を推進する

ための考え方について、具体的な施策を立案し取組を進めます。 

  この６つの政策分野をより具体的、体系的にしたものが次項以降に掲げる

基本計画です。 
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